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・企業講演

第２回協議会
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温室効果ガスの
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水素･燃料アンモニ
ア等の需要推計

・【5-1】
港湾脱炭素化推進
計画の計画期間

◇審議事項
・【2-1】
港湾脱炭素化推進
計画の目標

・【2-3】
温室効果ガスの
吸収量の推計

・【3-1】
温室効果ガス削減・
吸収に関する事業

・【3-2】
港湾・臨海部の脱炭
素化に貢献する事業

◇審議事項

・【4-1・4-2】
計画の達成状況の
評価等の実施体制･
手法

・【6】
港湾脱炭素化推進
計画の実施に関し
港湾管理者が必要
と認める事項

・港湾脱炭素化推進
計画（素案）

第１･2回
CNP協議会

第３回
CNP協議会
（R5.5.31）

第４回
脱炭素化推進協議会
（R5.8.31）

第５回
脱炭素化推進協議会
(R5.11上旬)(予定)

※第５回脱炭素化推進協議会以降は検討状況により変更の可能性がある。

◇審議事項

・港湾脱炭素化推進
計画（最終案）

第６回
脱炭素化推進協議会
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・第５回協議会では、下記の項目について審議予定である。



◇第５回協議会の議事内容（予定）

１．計画の達成状況の評価等の実施体制・手法について･････････････････････････ 1
２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項について･･･ 2
３．港湾脱炭素化推進計画（素案）について･･･････････････････････････････････ 8



１．計画の達成状況の評価等の実施体制・手法
（１）計画の達成状況の評価等の実施体制について
・計画の達成状況の評価等の実施体制について、マニュアルの記載では「港湾脱炭素化推進計画の作成後は、計画の目
標及び港湾脱炭素化推進事業の進捗、発現した効果等について定量的に把握・分析するなど、定期的に港湾脱炭素
化推進計画の達成状況を評価することが望ましい」となっている。

・達成状況の評価の実施を推進する体制（協議会開催頻度、PDCAサイクルの回し方 等）について審議頂く。

（２）計画の達成状況の評価の手法について
・計画の達成状況の評価は、マニュアルの記載では「主要な港湾脱炭素化促進事業の進捗、港湾周辺の企業立地に大き
な変化がある場合などの節目で適時適切に実施することが望ましい」となっている。

・達成状況を評価する手法（評価の項目･タイミング･方法、計画の見直しの基準 等）について審議頂く。

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月 国土交通省 港湾局 産業港湾課 1

PDCAサイクルイメージ



２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項

（１）港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想について
・港湾脱炭素化促進事業として記載するほどの熟度はないものの、中期・⾧期的に取り組むことが想定される脱炭素
化の取組について、仙台塩釜港における脱炭素化の促進に資する将来構想について記載する。

（２）脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性について
・港湾・臨海部に集積するCO2多排出産業において、水素・アンモニア等のエネルギーの導入が進むことが想定さ
れることから、既存ストックを有効活用しながら効率的・効果的に土地利用の転換を図り、港湾・臨海部における
脱炭素化の取組を促進することが期待される。

・そこで、水素・アンモニア等のエネルギーの導入に伴う、埠頭再編を含む土地利用の方向性について記載する。

（３）港湾及び産業の競争力強化に資する脱炭素化に関連する取組について
・環境面での港湾脱炭素化促進事業以外の港湾及び産業の競争力強化に向けた方策について記載する。

（４）水素・アンモニア等のサプライチェーンの強靭化に関する計画について
・水素・アンモニア等のアプライチェーンを維持する観点から、水素・アンモニア等の供給に必要な施設（岸壁、物
揚場、桟橋及びこれに付随する護岸並びに当該施設に至る水域施設沿いの護岸、岸壁、物揚場）について、必要な
対策等について記載する。

（５）ロードマップについて
・港湾脱炭素化推進計画の目標達成に向けては、港湾脱炭素化推進協議会において、関係者が仙台塩釜港における取
組の全体像を共有し、実現に向けての課題や取組方針、各者の役割等について共通認識を持つことが重要である。
特に、水素・アンモニア等の活用等、多くの関係者が関与する取組については、取組全体を俯瞰した調整が重要と
なる。

・そこで、仙台塩釜港における全体的な取組内容や取組スケジュールを明らかにするため、港湾脱炭素化推計計画の
達成に向けてのロードマップを作成する。 2

・港湾脱炭素化推進計画作成マニュアルに示されている、計画に記載する項目は以下のとおりであるが、仙台塩釜港に
おける各項目の現状及び記載内容については、第５回協議会にて整理を行う。



・港湾脱炭素化促進事業として記載するほどの熟度はないものの、中期・⾧期的に取り組むことが想定される脱炭素化
の取組について、仙台塩釜港における脱炭素化の促進に資する将来構想について記載するもの。
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出典：鹿島港港湾脱炭素化推進計画 令和５年３月 茨城県（鹿島港港湾管理者） 出典：茨城港港湾脱炭素化推進計画 令和５年３月 茨城県（茨城港港湾管理者）

鹿島港 茨城港

【参考:他港事例】

２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項
（１）港湾における脱炭素化の促進に資する将来の構想について



4出典：「CNPの形成等に関する最近の動き」 令和５年２月６日 国土交通省 港湾局

２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項
（２）脱炭素化推進地区制度の活用等を見据えた土地利用の方向性について
・港湾・臨海部に集積するCO2多排出産業において、水素・アンモニア等のエネルギーの導入が進むことが想定され
ることから、既存ストックを有効活用しながら効率的・効果的に土地利用の転換を図り、港湾・臨海部における脱
炭素化の取組を促進することが想定される。

・そこで、水素・アンモニア等のエネルギーの導入に伴う、埠頭再編を含む土地利用の方向性について記載するもの。



・環境面での港湾脱炭素化促進事業以外の港湾及び産業の競争力強化に向けた方策について記載するもの。
（具体例として、産業部局との連携による水素・アンモニア等を活用する企業の誘致。特に、多様な荷主の貨物を取扱うコンテナター
ミナルについては、環境への取組を積極的に公表することで、環境志向の強い荷主からの集荷につながることも期待される）

5出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月 国土交通省 港湾局 産業港湾課

２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項
（３）港湾及び産業の競争力強化に資する脱炭素化に関連する取組について（１）



出典：港湾のターミナルの脱炭素化の取組を評価する「CNP認証（コンテナターミナル）」制度案 令和５年３月３０日 国土交通省 港湾局 産業港湾課

【港湾のターミナルの脱炭素化の取組を評価する「CNP認証（コンテナターミナル）」制度案について】

・国土交通省はコンテターミナルの脱炭素化の取組状況を４段階で評価する仕組みを導入する方針であり、客観的な指
標を設けることで荷主から選ばれる競争力のある港湾を目指している。

・令和５年度は試行期間とし、令和６年度以降の本格運用を行う方針が示されている。
・仙台塩釜港においては、当認証制度の活用も視野に入れて、記載内容を検討する。
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２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項
（３）港湾及び産業の競争力強化に資する脱炭素化に関連する取組について（２）



・仙台塩釜港における全体的な取組内容や取組スケジュールを明らかにするため、港湾脱炭素化推計計画の達成に向け
てのロードマップを作成する。

・なおロードマップには「温室効果ガス削減･吸収に関する事業」「港湾･臨海部の脱炭素化に貢献する事業」の他、
将来の構想についても反映することを想定している。

7
出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月
国土交通省 港湾局 産業港湾課

２．港湾脱炭素化推進計画の実施に関し港湾管理者が必要と認める事項

・水素・アンモニア等のアプライチェーンを維持する観点から、水素・アンモニア等の供給に必要な施設（岸壁、物揚
場、桟橋及びこれに付随する護岸並びに当該施設に至る水域施設沿いの護岸、岸壁、物揚場）について、耐震対策
や護岸等の嵩上げ、適切な老朽化対策について記載するもの。

（４）水素・アンモニア等のサプライチェーンの強靭化に関する計画について

（５）ロードマップについて



３．港湾脱炭素化推進計画（素案）について

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月
参考資料３：港湾脱炭素化推進計画イメージ
国土交通省 港湾局 産業港湾課

・これまで協議会で審議いただいた内容を基に作成する「仙台塩釜港港湾脱炭素化推進計画（素案）」
について審議頂く。

・当計画は「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル（参考資料３:港湾脱炭素化推進計画イメージ）
を参考に作成を行う。
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